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  令 和 ５ 年 ２ 月 ６ 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
教 育 部 教 育 総 務 課  

案 件 名 称  三 浦 市 学 校 教 育 ビ ジ ョ ン の 改 訂 に つ い て  

部 門 経 営  
会 議 で  
審 議 し た 日  

令 和 ５ 年 ２ 月 ６ 日  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

 三 浦 市 学 校 教 育 ビ ジ ョ ン を 別 添 案 の と お り 改 訂 す る こ と

に つ い て  

現 状 と 課 題  

 令 和 元 年 ８ 月 に 三 浦 市 学 校 教 育 ビ ジ ョ ン を 策 定 し 、 １ 中

学 校 区 １ 小 学 校 の 学 校 体 制 を つ く り 、 小 中 一 貫 教 育 を 実 施

す る こ と を 目 指 し た 。  

策 定 以 降 、 説 明 会 等 を 実 施 す る 中 で 、 保 護 者 や 市 民 の

方 々 か ら 、 ビ ジ ョ ン が 目 指 す 学 校 体 制 、 特 に 「 令 和 ７ 年 度

ま で に １ 中 学 校 区 １ 小 学 校 の 体 制 を 目 指 す 」 と い う 部 分 に

つ い て 様 々 な ご 意 見 を い た だ い た こ と か ら 、 地 域 協 議 会 で

の ご 意 見 や 令 和 ４ 年 に 実 施 し た 「 教 職 員 」「 保 護 者 」「 市

民 」 を 対 象 と し た ア ン ケ ー ト 結 果 を 踏 ま え 、 三 浦 市 学 校 教

育 ビ ジ ョ ン の 見 直 し が 必 要 で あ る 。  

本 案 は 、 令 和 ５ 年 １ 月 2 7 日 開 催 の 教 育 委 員 会 定 例 会 に お

い て 承 認 さ れ た も の で あ る 。  

案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

 教 職 員 ・ 保 護 者 ・ 市 民 の 多 く が 「 基 礎 ・ 基 本 的 な 学 力 を

伸 ば す 教 育 」「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 ・ 社 会 性 の 育 成 」 を

効 果 的 に 実 施 す る こ と が 大 事 だ と 考 え る ア ン ケ ー ト 結 果

と 、 こ う し た 教 育 を 実 施 す る た め に は よ り 多 く の 児 童 が 日

常 的 に 触 れ 合 え る 教 育 環 境 を 作 る こ と が 必 要 だ と し た 学 校

教 育 ビ ジ ョ ン の 考 え 方 は 一 致 し て い る 。 し か し 、 学 年 ７ ～

1 1 学 級 や 、 1 2 学 級 以 上 の 規 模 の 学 校 が 必 要 と 考 え る 意 見 が

多 い も の の 、 保 護 者 は 通 学 路 の 安 全 性 に 関 す る 不 安 な ど が

大 き く 、 段 階 的 に 統 廃 合 す べ き と い う 意 見 が あ る こ と な ど

を 参 考 に 、 三 浦 市 学 校 教 育 ビ ジ ョ ン の 具 体 的 方 策 を 記 載 し

て い る 部 分 を 中 心 に 改 訂 す る 。  

総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

大 綱 １  一 体 感 の あ る 都 市 を め ざ し て ～ 心 を 合 わ せ る ～  

目 標 ３  一 体 感 を 育 て る 人 材 育 成  
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